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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
自
然
関
連
財
務
情
報
開
示
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
に
関
す
る
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
」
が
令
和
五
年
九
月
に
公
表
し
た
提
言
（
以
下
「
提
言
」
と
い
う
。
）
を

参
照
し
た
情
報
開
示
が
、
一
部
の
事
業
者
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

提
言
を
参
照
し
た
情
報
開
示
は
、
事
業
活
動
に
よ
る
自
然
資
本
（
「
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
二
〇
二
三

二
〇
三
〇
」

（
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
「
地
球
上
の
再
生
可
能
／
非
再
生
可
能
な
天
然
資
源
・
・
・
の
ス
ト
ッ

ク
」
と
定
義
し
て
い
る
「
自
然
資
本
」
を
い
う
。
）
及
び
生
物
多
様
性
へ
の
影
響
等
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た

事
業
活
動
に
お
け
る
リ
ス
ク
や
機
会
の
評
価
や
目
標
設
定
等
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
の
枠
組
み
を
国
内
企
業
に
適
用
す
る
計
画
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
事
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
自
然
関
連
の
情
報
開
示
に
係
る
取
組
が
進
む
よ
う
、
「
生



 

２ 

 

物
多
様
性
民
間
参
画
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
二
十
一
年
八
月
環
境
省
策
定
）
の
改
訂
、
事
業
者
に
対
す
る
研
修
会
の
実
施

等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
当
該
取
組
を
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
」
に
お
い
て
自
然
関
連
の
情
報
開
示
に
係
る
実
効
的
な
ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き

官
民
連
携
の
下
で
国
際
的
な
議
論
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
。 


